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１ 第２回いじめ対策審議会議事概要 

１ 日 時 平成２６年９月２２日（月）１４：００～１６：００ 

２ 場 所 県民会館７階「鶴」 

３ 出席者 （１）委員６名 

      （２）県教育委員会、知事部局 １３名 

４ 会議の概要 

(1) 知事のもとめによる重大事態の調査結果の報告について 

    前回話題になった、再調査委員会の調査結果の知事への報告の手順を確認した。 

(2) 兵庫県における児童生徒のいじめの状況について 

    事務局から報告後、意見交換。 

(3) 今後の本県のいじめ防止対策について 

    意見交換。 

５ 発言要旨 

 (1) 兵庫県における児童生徒のいじめの状況について 

【委員】 

 ・携帯、スマートフォンの所有率が書かれているが、小６で５６．８％、中３で７５．２％とあり、

高校では携帯・スマートフォンの適切な使用のガイドライン作成や発表会をしているようだが、

中学校でも始めておかないといけない状況にある。 

・日本ＰＴＡも、携帯・スマートフォンに関しては、青少年インターネットに関するアピール文を

ホームページにアップしている。 

・いじめの態様について、金品関係は重大事案として捉えているのか。 

【委員】 

・いじめの態様で金品に関して平成２５年の数字が出ているが、どういう状態なのか。明らかに犯

罪に結びつく行為なのか。あるいは犯罪行為なのか。警察との相談体制はどうなっているのか。 

【事務局】 

・学校から事務局に相談がある。同時に警察にも相談している。明らかな犯罪は逮捕などもあり、

いじめを許さないということで警察とも連携をしている。 

・平成２５年の数については、調査委員会を立ち上げるような重大事態ではないと聞いている。 

・携帯・スマートフォンに関しては、資料の小学校の例にあるように、児童による携帯電話使用に

ついてのルールを考えている学校はある。また、淡路市、多可町の市町で取り組んでいるところ

もある。県教委としては、現在小学校・中学校で決まりや、宣言などの形をもっているかを調査

中である。次回には望ましい活動をどのように取り組んでいるか報告できる予定である。 

【委員】 

 ・資料にあるスマートフォン３箇条のなかで、「送信前に立ち止まる」がとても大事である。９時

以降使用時間の制限も効果がないこともないが、携帯・スマートフォンのトラブルがいじめへ発

展するケースが多い。 

・研修会でトラブルを経験した方に手を挙げてもらうと、中学校の先生はたいてい手を挙げるが、

小学校は少ない。しかし小学生の所有率は高い。いじめとなった事例だけでなく、小学校段階か

らの指導をはじめ、中学校では中学校段階の指導が必要である。 

【委員】 

 ・小学校の低学年用と中学年用、高学年用と発達段階に応じたアンケート調査を行っているのか。 

【事務局】 

 ・ほとんどの学校では、学期に１回アンケート調査を実施している。小学校でアンケート調査をす

る場合には、例えば１番の冷やかしやからかいであれば、「嫌なことを言われたことはあります

か」、６番の金品であれば「何か自分のものを隠されたり捨てられたりしたことがありますか」

というように学年段階に合わせてアンケートを工夫して実施している。 

【委員】 

 ・今年度のデータで、兵庫県はいじめの認知度が１千人あたり４．８件で、全国平均より低い。以
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前ならいじめの認知件数が多ければあの学校は、あの都道府県は荒れているという認識であった。

現在はどこの学校でも、どの子にもいじめは起こり得るという認識が浸透してきた。いじめの認

知率が高いというのは今までのように悪いというのではなく、教師の気づきの力、取組の対応の

姿勢、ひいては県あるいは市町の姿勢に関連しており、その指標だと考える。その中で兵庫県の

認知件数は低いのではないか。学校の教職員がいじめを発見した比率はどれくらいか。 

【事務局】 

 ・平成２４年度のデータでは、学校が発見した比率は全国６９．９％、兵庫県６２．２％と少し低

くなっている。 

【委員】 

・認知件数については、いい方向で減っているのか､内容の吟味が必要である。先生方の気づきの

力をあげるいろいろな取組が大事である。取組をきっかけとして先生方の気づきの力やアンテナ

が高くなることもある。その辺をもう少し力を入れる必要がある。 

【委員】 

・小学校へいじめ予防講義にいってきたところ、スマートフォンを所持している児童の割合が６か

ら７割といった多さに驚いた。その学校では、持ち込みは禁止しているので学校外で使用してい

る状況のようだ。友だちとの連絡はどうしているかと聞いたところ、LINEなどを通じて行ってい

るとの回答が多かった。では、スマートフォンを持っていない子に対して連絡を取る時はどうし

ているのと聞いたところ、面倒だから連絡しなかったりすると答えた子も中にはいた。スマート

フォンを持っているグループが、持っていない子を外すといった仲間はずれの素地ができてくる

のではと危惧した。 

・学校だけでは気づけない部分もあるので、保護者がいかに指導していくのかがスマートフォンの

利用については有効である。スマートフォンを使ったいじめをなくすために兵庫県としてはどの

ようなことを考えているのか。 

【事務局】 

 ・色々な取組の効果を聞いているところであり、その取組を参考にしていく必要があると考えてい

る。市町の取組が進みつつあるので、そのことを紹介していくなかで、このような効果があると

いったことや、生徒会だけでなくどのように保護者を巻き込むかを含めてヒントを得たいと考え

ている。 

【委員】 

・認知の仕方だが、不登校の生徒にアンケートはとられていない。不登校の生徒にアンケートをと

るのは難しいと思うが、すみずみまで調べておく必要がある。 

【事務局】 

 ・不登校の子どもには、可能であれば面談、できなければ保護者に会って話を聞くとともに再登校

につながるよう対応している。 

【委員】 

 ・年間３０日の欠席を待って対応するのではうまくいかないと思う。１日休んだら、しっかりと事

情を聞く。３日になったら、このケースではどんな問題があるのか校内で検討する必要がある。

担任だけでなく、チームや生徒指導委員会などで検討しアセスメントをする必要がある。１週間

がめど。それを過ぎると本格的な対応が必要となってくる。とりわけ小学校・中学校で大きな問

題になってくる。１週間休むと勉強の躓きがでてくる。そういった意識を教員が持ち対応する必

要がある。 

 

(2) 今後の本県のいじめ防止対策について 

【委員】 

 ・いじめ問題は１０年周期で大きな事案として取り上げられてきている。２００６年から大津市の

事件までは短かったが世間を騒がせる大きな事案が起きている。その背景には、問題が起きた数

年は教員、生徒・保護者や国民全般はいじめが起きないように注意しているが、年がたつにつれ

徐々に注意が薄れ、風化してきたという状況があるのではないかと考える。そこで風化を防ぐた

めに今後どのような取組が効果的かについて意見を頂戴したい。 
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【委員】 

 ・職員の資質向上、気づきの力をアップさせるため、カウンセリングマインド研修もやっている。

日常でも、授業での気になる生徒の情報共有をおこなっている。しかし、非常勤講師までは連携

ができていない場合もある。日常業務で、気づきの力をあげるために、研修の中身の充実を検討

していく必要があると感じている。 

【委員】 

・今回の法律や基本方針もそうだが、徹底した組織対応をかかげている。その中身や実効性あるい

は課題などを洗い出す調査など、県や市町が実施することはあるのか。 

【事務局】 

 ・小中の状況であるが、組織としてはいじめ対応チームということで管理職、生徒指導担当、養護

教諭、スクールカウンセラーなどで構成している。いじめ防止基本方針はすべての学校で策定し

ている。市町については１００％ではなく、現在作成中のところが若干ある。 

 ・学校では対応できない内容については、教育事務所の学校支援チームに相談が入る体制はできて

いるが、学校の組織力の向上についてはこれからである。 

【委員】 

 ・基本方針や組織体制をいかに機能させていくのか、どう実効性をあげていくのか、そのようなこ

とをフォローアップすることが必要である。学校もそれに合わせてＰＤＣＡサイクルを回し、確

認しながら子どもたちの実態に応じて改善していく段階に来ていると考える。 

・法律ができたからといって、急に変わるとは思っていないし、根深い問題であると考えるが来年

度に向けて更にフォローアップなど検討して欲しい。 

 ・いじめかどうかの判断に迷うことがあるが、本来教師はその状況に対して手を打っていくことが

大事で、それがいじめに関連していれば、いじめ指導として対応する必要がある。いじめかどう

か判断してから手を打つといった、本来とは逆の対応になりつつある現状を危惧している。 

・いじめの対応の成功事例、失敗事例、判断に迷った事例の三つをとりあげ研修資料としてもらい

たい。 

【委員】 

 ・道徳教育や防災教育は兵庫は進んでいると思うが、また新たに兵庫独自のものを作るのは大変で

ある。研修だらけの毎日にならないように、うまく機能する仕組みを作る必要がある。 

【委員】 

 ・いじめを減らすには、対人関係の中での信頼関係を構築していくことが大切である。そういう点

でも、体験教育は効果的である。 

・体験は消えていかないということからも、体験学習やいじめを許さないといった活動を今後も続

ける必要がある。また、保護者が学校に気軽に連絡できる体制づくりも大切である。 

【委員】 

 ・自分がされたくないことはするなとはいつの時代も言われ、教育の原点であると考える。いじめ

は集団のなかで発生しやすい。寛容の精神が大切である。つまり異文化を認め合える集団づくり

が大事である。集団に余裕があるかどうかも大切である。 

・日本の公教育は高いレベルにある。先生は誇りをもってやってほしい。いじめ問題にかかる予算

取りは頑張って欲しい。 

【事務局】 

 ・いじめの認知件数は少ないにこしたことはないが、いじめへの認識が変わる中で軽微なものの認

知件数が増加することもあるだろう。それよりも重大事態に到らないように早期に対応すること

が大事である。 

 ・教師のスキルを高めるとともに、子どもや保護者の力を借りながら体験教育等、未然防止の取組

を模索していきたい。 

【委員】 

・問題が低年齢化している。小･中、中･高間の情報の共有化が重要だと思う。 
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２　平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について

１　いじめの認知件数

小学校 117,688 17.9 1.01

中学校 53,646 16.4 0.88

高等学校 8,933 3.8 0.69

特別支援学校 761 5.9 0.95

全体 181,028 14.7 0.95

２　いじめの解消状況

全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県

90.2% 84.6% 8.0% 13.5% 1.6% 0.9% 0.2% 0.9% 117,688 1293

84.5% 83.8% 12.1% 14.8% 3.1% 0.8% 0.3% 0.6% 53,646 1076

87.4% 91.7% 8.6% 7.3% 2.5% 0.3% 1.5% 0.7% 8,933 301

82.1% 100.0% 14.6% 0.0% 2.9% 0.0% 0.4% 0.0% 761 13

88.3% 85.2% 9.3% 13.3% 2.1% 0.8% 0.3% 0.7% 181,028 2683

学校種

全国 兵庫県

認知件数
１000人
あたり（件）

前年度比 認知件数
１000人
あたり（件）

前年度比

1,293 4.3 0.72

1,076 7.3 0.94

301 2.7 0.75

13 2.6 1.86

2,683 4.8 0.80

区　　分

解消している
もの

一定の解消が
図られたが、
継続支援中

解消に向けて
取組み中

その他 合計件数

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

全体

(人)(件) (人)(件)

(人)(件) (件) (人)

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

兵庫県認知件数 390 361 374 1,800 1,293

兵庫県千人あたり 1.2 1.1 1.2 5.9 4.3

全国千人あたり 5.0 5.3 4.8 17.5 18.0

兵庫県認知件数 637 576 481 1,144 1,076

兵庫県千人あたり 4.4 3.9 3.3 7.7 7.3

全国千人あたり 9.4 9.9 9.0 18.6 16.4

兵庫県認知件数 90 138 103 400 301

兵庫県千人あたり 0.8 1.3 1.0 3.7 2.7

全国千人あたり 1.8 2.3 2.0 5.6 3.8

兵庫県認知件数 9 9 11 7 13

兵庫県千人あたり 2.1 2.0 2.3 1.4 2.6

全国千人あたり 2.3 3.2 2.8 6.4 5.9

区　　　分

公立
小学校

公立
中学校

公立
特別支援学校

公立
高等学校

17.9
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３　いじめの発見のきっかけ

全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県

13.2% 14.4% 13.0% 9.0% 5.6% 7.6% 26.0% 0.0% 12.8% 11.4%

1.1% 2.6% 4.5% 5.5% 3.4% 7.0% 5.9% 0.0% 2.2% 4.2%

0.4% 1.0% 0.9% 0.4% 0.7% 1.3% 0.4% 0.0% 0.6% 0.8%

0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1%

57.9% 38.0% 40.1% 34.3% 62.4% 41.2% 27.1% 0.0% 52.7% 36.7%

14.0% 12.8% 22.2% 18.1% 16.9% 20.3% 25.6% 46.2% 16.6% 16.0%

9.0% 23.6% 12.4% 23.5% 5.7% 10.0% 9.2% 30.8% 9.8% 22.1%

2.4% 4.2% 4.2% 5.1% 3.4% 7.6% 4.2% 23.1% 3.0% 5.0%

1.5% 2.8% 2.0% 2.9% 1.1% 4.0% 0.8% 0.0% 1.6% 2.9%

0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 0.2%

0.2% 0.5% 0.2% 0.6% 0.2% 1.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.6%

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%

（注）構成比は、各区分における認知件数に対する割合

４　いじめの態様　　※複数回答

全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県 全国 兵庫県

63.3% 70.6% 67.8% 69.9% 61.2% 64.8% 58.0% 53.8% 64.5% 69.6%

21.9% 21.3% 17.1% 15.3% 17.0% 17.6% 10.6% 7.7% 20.1% 18.4%

25.8% 23.4% 19.0% 21.3% 17.8% 13.6% 23.7% 7.7% 23.4% 21.4%

8.9% 10.4% 6.1% 5.8% 7.0% 7.3% 7.9% 0.0% 8.0% 8.1%

2.8% 1.4% 1.7% 1.2% 4.1% 2.0% 3.2% 0.0% 2.5% 1.4%

8.7% 6.0% 6.6% 3.8% 8.7% 7.0% 9.3% 15.4% 8.1% 5.3%

8.9% 10.2% 7.0% 7.6% 9.3% 8.0% 9.2% 0.0% 8.3% 8.9%

1.4% 1.6% 8.6% 8.3% 19.1% 23.6% 8.3% 30.8% 4.5% 6.9%

4.9% 3.2% 3.6% 2.8% 4.9% 0.7% 5.4% 0.0% 4.5% 2.8%

（注）構成比は、各区分における認知件数に対する割合

５　警察に相談・通報した件数

小学校 161 0.1% 117,688

中学校 624 1.2% 53,646

高等学校 125 1.4% 8,933

特別支援学校 13 1.7% 761

全体 923 0.5% 181,028

区　　分
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 計

中学校

①学級担任が発見

②学級担任以外の教職員が発見
　（養護教諭，スクールカウンセラー等の相談員を除く）

③養護教諭が発見

④スクールカウンセラー等の外部の相談員が発見

⑤アンケート調査など学校の取組により発見

⑥本人からの訴え

区　　分
特別支援学校高等学校 計

⑦当該児童生徒（本人）の保護者からの訴え

⑧児童生徒（本人を除く）からの情報

⑨保護者（本人の保護者を除く）からの情報

⑩地域の住民からの情報

⑪学校以外の関係機関（相談機関を含む）からの情報

⑫その他（匿名による投書など）

小学校

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたり
する。

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させら
れたりする。

⑧パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。

⑨その他

①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われ
る。

②仲間はずれ、集団による無視をされる。

③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られた
りする。

④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

⑤金品をたかられる。

学校種

全国 兵庫県

相談通報
件数

認知件数に
占める割合

認知件数
相談通報
件数

認知件数に
占める割合

認知件数

8 0.6% 1,293

32 3.0% 1,076

46 1.7% 2,683

6 2.0% 301

0 0.0% 13
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３ いじめ防止の取組について 

(1) いじめを決して許さない集団づくり実践事業 

ア 目的：各学校において、児童生徒が児童会・生徒会活動等を通して、いじめ防止や命の大切さ 

を呼びかけるなど主体的な活動を通じて、いじめを許さない集団づくりを推進する。 

イ 実践推進校の取組 

小 

学 

校 

６ 

校 

川西市立多田東 児童会を中心としたあいさつ運動、人権標語の募集と地域への発信 

加古川市立鳩里 縦割り活動による集団づくり、感謝・温もりをテーマとするロゴマーク募集 

神河町立寺前 あいさつ運動、よりよい人間関係や連帯感を培う縦割り班活動 

養父市立関宮 児童会によるいじめ根絶キャンペーン、縦割り班活動等を通じた仲間づくり 

篠山市立西紀北 子どもによる「北っ子守り隊」の結成、学校と地域によるいじめ防止啓発劇 

洲本市立洲本第二 「いじめを許さない集団」月目標づくりとポスターの作成 

中 

学 

校 

６ 

校 

尼崎市立武庫 いじめ防止スローガンの作成、いじめに関するビデオ作成と文化祭での発表 

加古川市立加古川 生徒が主体となったあいさつ運動、いじめ追放ポスターの作成 

たつの市立揖保川 「ありがとう」の思いを伝えるありがとうプロジェクト、いじめ０新聞発行 

養父市立大屋 あいさつ運動、「いじめ０宣言」、携帯・スマホ使用に関するルールづくり 

篠山市立篠山 生徒会によるいじめアンケートの作成とその結果を基にした各学級での検討 

南あわじ市・ 
洲本市組合立広田 

生徒いじめ対策委員会によるスローガンの募集、広報の作成と地域への発信 

高 

等 

学 

校 

10 

校 

県立東灘 いじめ防止についてホ－ムルームで討論、生徒による小学校でのいじめ防止劇 

県立淡路 生徒会・各クラス委員長によるクラスでのコミュニケーション研修会 

県立湊川 生徒会新聞にいじめへの思いを掲載 

県立尼崎西 生徒会によるいじめ防止 CM の作成、いじめをなくそうクラス行動宣言 

県立川西明峰 生徒会による「あいさつ運動」の展開と「校内フォーラム」の開催 

県立篠山産業 生徒会によるあいさつ運動・いじめ防止啓発看板の作製 

県立東播工業 いじめを題材とした道徳の授業を通し、いじめ防止を検討 

県立姫路飾西 生徒会が「スマホ３カ条」を発表、ポスター作成、３カ条は生徒手帳に掲載 

県立和田山 各クラス代表生徒がいじめ防止の議論を和高こころの絆週間期間中に発表 

県立但馬農業 生徒会によるいじめ防止啓発標語、ポスターの作成 

特支

２校 

県立こやの里 生徒会によるスローガンを入れた横断幕、啓発ポスターの作成 

県立播磨 生徒会によるいじめ防止横断幕の作成、啓発標語の募集・掲示 
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(2) 平成 26 年度高校生心のサポートシステム実践研究事業 

ア 目的：生徒指導上の諸問題解決に関する効果的な指導方法を構築するため県立高等学校及び県

立中等教育学校後期課程の中から、「心のサポートシステム」研究開発校を指定する。さら

に、その成果を他の高等学校等へ還元し、生徒指導の充実、強化を図る。 

イ 実践研究校の取組（テーマＡ：いじめ・暴力行為の減少・克服に向けた実践研究、16 校） 

県立尼崎西高等学校 いじめ防止ＣＭの作成、いじめをなくそうクラス行動宣言 

県立家島高等学校 さくら祭り等のボランティア活動を通しての自己有用感の醸成 

県立神崎高等学校 １年生全員の家庭訪問を通して、学校・家庭の連携 

県立氷上高等学校 生徒の様々な活動を表彰し氷上高バッジの授与 

県立但馬農業高等学校 いじめ防止啓発標語、ポスターの作成 

県立篠山産業高等学校 自尊感情の育成からいじめ撲滅を考えた生徒会活動 

県立東播工業高等学校 いじめを題材とした道徳の授業を通し、いじめ防止の検討 

県立小野工業高等学校 いじめアンケート調査後に１週間の面談週間で２者面談 

県立洲本実業高等学校 アサーティブな表現を身につけるホームルーム 

県立松陽高等学校（定） アンガ－マネージメントを身につける総合的な学習の時間 

県立赤穂高等学校（定） 生徒に対する承認機会を増やす体験活動と「一語一笑プロジェクト」 

県立有馬高等学校（定） 中学校との連携と新入生への早期面談とボランティア活動の充実 

県立湊川高等学校（定） 生徒会新聞にいじめへの思いを掲載 

県立姫路北高等学校（定） 甲南大学と連携し、いじめ防止フォーラム開催 

県立神戸工業高等学校（定） 全生徒対象のストレスチェックの実施と個別面談 

県立西宮香風高等学校（多） 学校・家庭・勤務先が連携を深め、コミュニケーションスキルのアップ 
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平成２６年度 高校生心のサポートシステム実践研究 

「いじめを生まない学校風土づくり」 
県立有馬高等学校定時制 

１ 方針と具体的方策 

（１）中学校との連携拡大と早期面談 

生徒が中学時代にいじめられた経験があるなどの詳しい情報を入学前に把握し、生徒を迎える。また入

学後すぐに「いじめられた経験」をアンケート調査し、いじめられた経験を持つ新入生に対して面談を行

い、過去の経験を聞き、「今後何かあればすぐに相談すること」「いじめは絶対許さない、君を守る」とい

うことを伝え、この面談によって新入生が安心して学校をスタートできるよう配慮する。 

（２）生徒の主体的活動の活性化 

生徒会執行部が、各行事では常に前に立って全校生徒をリードさせるように指導している。さらに行事

の運営だけでなく、企画の段階から執行部の意見を取り入れ、生徒たちに参画意識を持たせている。 

 （３）ボランティア活動の拡充 

    従前のボランティア活動に加え、西脇北高校の「東日本震災ボランティア」に有志生徒３名が参加した。 

 （４）いじめに対する取り組み 

   ア．毎月の全校集会においていじめアンケート実施 

イ．キャンパスカウンセラーとの連携⇒相談件数の増加  

ウ．養護教諭との連携⇒生徒の来室件数の増加 

 

２ 実践研究における成果 

 （１）新入生で小・中学校時代にいじめられた経験のある生徒との早期面談 

    入学後すぐにいじめられた経験を聞くアンケートと面談を実施することで、新入生は安心して学校生活

をスタートさせ、軌道にのった学校生活を続けられているので、効果があったのではないかと考える。 

（２）生徒の主体的活動の活性化 

今年度の新入生歓迎遠足は４月１９日に京都嵐山から清水寺までの散策をした。生徒会執行部の提案で、

班編制は学年縦割りとし、新入生が京都で上級生と行動を共にし顔見知りになれたことで、安心して高校

生活をスタートできた。 

 

３ いじめに対する取組 

  毎月の全校集会での講話やいじめアンケートによって、「いじめは許されない」という雰囲気ができ、友人の

協力を得ていじめの直接の訴え、いじめアンケートでの訴えなどで早期発見・早期対応につながった。 
 

４ 課題と今後の方策 

（１）いじめについて 

いじめはどの学校でも、どの生徒に発生してもおかしくないという危機意識を持ち、今後も毎月のいじ

めアンケートや全校集会での講話によって、生徒にもいじめを許さない雰囲気、学校風土づくりを目指す。

また、入学直後のいじめられた経験を持つ生徒の面談も有効であると考え、継続していく。 

 （２）ボランティア活動を「ふるさと貢献」へ 

ボランティア精神を、生徒が住む「ふるさと」に還元できるよう、ボランティア部の創設を目指す。 
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神戸新聞（三木版）平成 27 年１月９日（金）朝刊 
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県立尼崎西高等学校 
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４ 私立学校の取組について 

 
１．いじめの認知件数及び解消状況（平成２５年度県内私立学校） 

区分 

認知件数 解消状況 

総数 
1000 人
あたり
件数 

解消しているも
の 

一定の解消が図
られたが、継続支
援中 

解消に向けて
取組み中 

その他 

  （割合）   （割合）   （割合）   （割合） 

小学校 34 9.0 29 85.3% 4 11.8% 0 － 1 2.9% 

中学校 55 4.2 46 83.6% 5 9.1% 4 7.3% 0 － 

高等学校 51 1.4 50 98.0% 1 2.0% 0 － 0 － 

全 体 140 2.6 125 89.3% 10 7.1% 4 2.9% 1 0.7% 

※「平成２５年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より 

 
２．いじめ防止に向けた取り組みの状況 
（１）県内全ての私立学校において、①学校いじめ防止基本方針の策定、②いじめの防止等の対策

のための組織設置 の対応済み。（いじめ防止基本方針は、学校ホームページで公表） 

（２）私学団体（（一社）兵庫県私学総連合会）による教職員研修の実施 
25 年度中に実施した、いじめ対策をテーマとした主な研修 
研修 テーマ 実施日数 参加人数 
新任教員研修 いじめ問題を考える １日 約 100 人 

中堅教員研修 いじめ問題の理解と対応ワークショップ のべ２日 約 20人 

管理職研修 いじめ防止対策推進法の施行を受けて １日 約 100 人 

いじめ対策研修 危機管理対応、解決策の研究、教育相談体制 のべ３日 約 90人 

人権教育研修 いじめの現状と課題 １日 約 40人 

生徒指導研修 スマホから発展するいじめの予防と対策 １日 約 60人 

学校ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ研修 課題を抱える生徒の理解と対応 １日 約 30人 

  ※研修を受講した教員は、それぞれの在籍校において他の教員と情報共有を行う。 

（３）私立学校における取り組み事例 
  ①〔高 校〕ネットを通じたいじめ等の問題点を学習するとともに、日頃からのネット利用の

あり方や事案に遭遇したときに取るべき行動について、ホームルームの時間に全ク

ラスにおいて話し合いを実施。 

  ②〔中学校〕私学の特色である中高一貫教育の６年間にわたる学校生活の基礎となる時期に、

友人との絆を深める取り組みを展開。スキー合宿や研修旅行の際には班別行動とし

て、各班が設定した課題に協力して取り組むほか、お互いの長所を発表しあうなど、

生徒が自主性を持ってよりよい人間関係を育む活動を実施。 

  ③〔小学校〕学年の枠組みを超えて交流を図る「きょうだい学級」の活動等に加え、「いじめを

なくすこと」について考える学年集会、学校生活アンケート、児童会での啓発活動、

教員の校内研修などを実施するとともに、いじめの早期発見に向けて担任、学年団、

授業にかかわる教員すべてが連携。 
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５ 青少年課の取組について 

 

◆「兵庫ひきこもり相談支援センター ほっとらいん相談」 

  ①ひきこもり・不登校・いじめ等に悩む青少年や家族を対象に実施 

  ②相談日は週５日（月・火・水・金・土） 

  ③今年度よりひきこもり当事者や家族への支援の充実を図るため、全年齢を対象

とした相談窓口として位置づける 

  ④平成２６年４月から１２月までの相談実績の概要 

     ２０代以降の相談者の中には中学生の頃から１０年以上ひきこもって 

いるケースも見受けられる。早期対応により、ひきこもり長期化を防ぐ 

ことが必要とされる。 

 
 
 
 
 

 

◆「青少年のネットトラブル未然防止大作戦」 

  ①スマホやネットのトラブルからいじめに発展するケースが多い状況を踏まえ、 

スマホの適切な使い方やネットの利用に関する情報提供などを行い、トラブ 

ル未然防止にむけた取り組みを実施する。（事務局 兵庫県青少年本部） 

②中高生を対象にした「ひょうごケータイ・スマホアンケート」を実施し、調査

結果を踏まえ、教育委員会・警察・PTA 協議会等の関係機関の協力の下、ネッ

トトラブル未然防止に向けた全県大会を開催。 

  「スマホサミット in ひょうご」    

平成 27 年 2 月 28 日（土）13:30～16:30  県民会館 11 階 

        内容  青少年のインターネット利用の現状について 

中高生などによる先進事例発表及び討論会 

            ひょうごケータイ・スマホアンケート結果報告 

            中高生による公開討論会 

 

※アンケート結果の概要（県内小学５・６年・中学生・高校生、計２，０２１人） 

   ○１２時より遅く寝る 

・・・スマホ ６３．６％、ガラケー ４０．６％、不所有 ２９．６％ 

   ○１日に３時間以上インターネットを利用する 

・・・スマホ ４０．２％、ガラケー １５．４％ 

   ○ケータイをめんどくさいと思う 

      ・・・スマホ ７５．７％、ガラケー ５１．５％ 

○当事者（※ひきこもり等の本人を指す）の状況 H26.4～H26.12　相談実績

男 女 不明 10 20 30 40 50 60 70 80 不明

1,142 906 213 23 209 203 428 258 25 5 1 2 11

100.0% 79.3% 18.7% 2.0% 18.3% 17.8% 37.5% 22.6% 2.2% 0.4% 0.1% 0.2% 1.0%

性別

当事者

割合

人数
年齢別
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調査対象者の属性 

「いじめ未然防止プログラム」作成の目的と経緯 

 

１ 問題と目的 

(1)問題 

ア いじめ問題の現状 

平成25年度の公立の小・中・高及び特別支援学校におけるいじめ認知件数は、

181,028件（文部科学省）であり、いじめを苦とした自殺がメディアで大きく取り上

げられるなど、いじめの予防と対応についての研究及び教育実践は喫緊の課題となっ

ている。 

  イ いじめ問題への対応 

平成25年２月の教育再生実行会議による提言では、その対策として、いじめの早 

期発見、早期対応、組織的な対応だけでなく、いじめを未然に防止するために人間 

性に深く迫る教育を行うことが必要とされている。 

(2)目的 

いじめ未然防止の主たる担い手である教師の経験、児童生徒の思いを、理論的背 

景と関連づけることによって、いじめ未然防止に効果的なプログラムを作成する。 

 

２ 作成の経緯の概要 

(1)平成25年度 

 ・聴き取り調査の実施（７月～12月） 

 ・聴き取り調査結果の分析（１月～３月） 

(2)平成26年度 

・東京都教職員研修センターへの視察（７月） 

・｢いじめ未然防止プログラムの研究｣の実施に係る連絡協議会(５月、８月、３月） 

・研究実践校による実践（５月～３月） 

・アンケート調査の実施（９月、２月） 

 

３ 聴き取り調査 

(1)調査対象 

  ・小・中・高等学校の教員11名 

・大学生17名（４校）…児童生徒時代を回想 

(2)調査結果 

ア いじめの実態 

(ｱ)いじめのきっかけ 

    「遊びから発展」「誤解から発展」「迷惑感」「被害者の特性」「喧嘩から発展」「嫉

妬や妬みから発展」 

 

立場 所属 男性 女性 合計

小学校 1 2 3
中学校 4 0 4
高等学校 3 1 4

児童生徒 大学生 7 10 17

15 13 28

教員

合計

※平成 25年 12 月現在の対象者数。今後も調査を継続。 
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(ｲ)態様の特徴 

    小・中学校ではグループ内によるいじめ、高等学校ではグループ間によるいじ

めが見られる 

イ いじめの未然防止 

   児童生徒に育むべき資質 

    ・自分を大切にできる力 

「①ストレスマネジメント能力」「②セルフコントロール能力」「③自尊感情・ 

自己効力感」 

    ・他者を大切にできる力 

「④思いやり・他者理解」「⑤コミュニケーション能力」「⑥思いや考えの表 

現力」 

    ・集団で生活する態度 

「⑦仲間づくり・絆づくり」「⑧自治集団づくり」「⑨規律性」「⑩道徳性」 

「⑪相談・支援を求める力」 

 

４ 東京都教職員研修センターの視察 

「いじめ防止教育プログラム」 

・授業プログラム 24 種、研修プログラム 10 種 

・｢基盤づくり｣｢個性の尊重｣｢コミュニケーション｣｢セルフコントロール｣を育む 

・小低、小中、小高、中、高、特支それぞれに４種の授業例 

 

５ 「いじめ未然防止プログラムの研究」の実施に係る連絡協議会 

(1)目的 

研究実践校における実践及び調査を行い、いじめ未然防止プログラムの作成に資する。 

(2)構成 

センター所長、同副所長、同主任研究員、同指導主事、高校教育課指導主事、義務

教育課指導主事、特別支援教育課指導主事、いじめを決して許さない集団づくり実践

事業推進校担当者（小学校６名、中学校６名、高等学校３名、特別支援学校２名） 
(3)活動内容 

・研究実践校による特別活動プランの実践研究 

・研究実践校による実態調査及び効果測定の実施 
 
６ いじめ未然防止プログラムの作成 
 (1)いじめ未然防止プログラムの作成指針 
  ・“育むべき 11 の資質”の育成をねらいとした授業 

・授業で育んだ資質を活用する取組 
・児童生徒の主体的な活動 
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・学校やクラスの実態に応じて、授業や取組を選択して実施 
 

(2)いじめ未然防止プログラムの構成 
ア 活動プログラム（別紙１参照） 

(ｱ)特別活動プラン 
活動プログラムの授業プランによる授業や、行事、児童会や生徒会における活動な

どを相互に関連づけ、総合的な取組として実施するもの。 
   (ｲ)授業プラン 

調査結果から得られたいじめ未然防止のために「育むべき資質」の向上を目的とし

たもの。児童生徒がよりよい人間関係づくりに主体的に働きかける態度を育成する。 
イ 研修プログラム（別紙２参照） 

(ｱ)校内研修 
・主として「早期発見」「早期対応」「組織的な対応」等に係るもの。 
・出前研修として実施。 

   (ｲ)教育研修所の研修 
・主として「いじめの実態」「活動プログラムの活用方法」等に係るもの。 
・初任者対象（職務研修）と一般教員対象（一般研修）を実施。 

 
７ 活用方法 

(1)活動プログラムの活用 
県立教育研修所 WEB ページに掲載し、各学校が自校の課題に即した特別活動プラン、

授業プランをダウンロードして活用。 
 (2)研修プログラムの活用 
  ア 職務研修（対象：初任者） 
    義務教育研修課及び高校教育研修課が行う生徒指導に係る初任者研修にて、研修

プログラムを実施。 
  イ 一般研修（対象：30 歳以上の教員） 
    心の教育総合センターが行う「ミドルリーダーのための学級経営講座（仮）」にて

研修プログラムを実施。 
  ウ 出前研修（対象：各学校の研修担当者等） 
    各学校の研修担当者等を地区別に集め、いじめ未然防止に向けた校内研修の実施

方法に関する出前研修を実施。 
  エ 各種担当者会及び研修会（対象：県立学校の各担当者） 
    高校教育課が行う「県立学校生徒指導部長会」「全県カウンセリングマインド研修」

の中で、いじめ未然防止プログラムの説明及び講演等を実施。 
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いじめ未然防止プログラム 

－目次－ 

 

～巻頭～ 

・はじめに（心の教育総合センター所長 松本 剛） 

・「いじめ未然防止プログラム」作成の目的と経緯 

 
第１章 「いじめ未然防止プログラム」について  

(1)いじめの実態 

  ア 平成 25 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における

兵庫県のいじめに関する状況 

  イ 平成 25 年度いじめ未然防止に関する聞き取り調査の結果 

(2)いじめを未然に防止するために（聴き取り調査の考察） 

  ア 教師が行うべきこと 
  イ 児童生徒に育むべきこと 
 (3)「いじめ未然防止プログラム」の利用にあたって 

  ア 利用の仕方 
  イ 利用上の留意点 
 
第２章 特別活動プラン 

 (1)状況による特別活動プランの選択（一覧）        

(2)特別活動プラン 

ア 小学校対象の特別活動プラン 

  イ 中学校対象の特別活動プラン 

  ウ 高等学校対象の特別活動プラン 

  エ 特別支援学校対象の特別活動プラン 

 
第３章 授業プラン 

 (1)育みたい資質と発達段階による選択（一覧）        

 (2)授業プラン 

  ア 小学校対象の授業プラン 

  イ 中学校対象の授業プラン 

  ウ 高等学校対象の授業プラン 

  エ 特別支援学校対象の授業プラン 

 
第４章 研修プログラム 

(1)「研修プログラム」について 

(2)研修内容 

(3)受講方法 
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授業プラン一覧（育みたい資質と発達段階による選択）

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 1年生 2年生 3年生

ストレス
マネジメン
ト

「10秒呼
吸法を
使ったス
トレスマ
ネジメン
ト」

「ご機嫌
に過ごす
ための工
夫」

「ストレ
スマネジ
メント」

「自分の
感情を理
解する」

「暴力に
ついて考
える１」

セルフ
コントロー
ル

「おおら
かな心を
もとう」

「頭にき
たときの
よりよい
対応」

「怒りの
メカニズ
ムを理解
する」

「体の感
じを言葉
にしてみ
よう」

自尊感情・
自己効力
感

「自分の
木」

「大切な
からだ」

「私は私
が好きで
す。なぜ
なら…」

「役割交
換てが
み」

思いやり・
他者理解

「私の大
切な仲間
へ」

「友だち
の良いと
ころ探
し」

「あった
か言葉」

「暴力に
ついて考
える２」

「新入生
歓迎会を
成功させ
よう」

コミュニ
ケーション
能力

「うまく
仲間に入
ろう」

「目指
せ！ほっ
こりクラ
ス！」

「ダイヤ
モンド・
ランキン
グ」

「紙上で
の傾聴・
共感体
験」

思いや考
えの表現
力

「適切な
表現方
法」

様々な自
己表現を
知ろう

「絵によ
る自他紹
介」

仲間づく
り・絆づくり

自治集団
づくり

「マナー
ブックづ
くり」

「自分ら
しさとそ
の人らし
さ」

規律性

道徳性

相談・支援
を求める
力

「私のま
わりには
…」

「自らの
課題や問
題を解決
する」

特別活動プラン一覧（状況による選択）

特別支援
学校

高等学校

校種

学年

い
じ
め
未
然
防
止
に
必
要
な
資
質

小学校 中学校

（グループワーク等による仲間づくり）

「オリジ
ナルボー
ルゲーム
を発明し
よう」

状況 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

クラス開き
入学時の集団づく
りとトラブル防止

集団活動を柱とし
た活動プラン

宿泊行事
宿泊行事を柱とし
た活動プラン

学校行事
文化的行事を柱と
した活動プラン

生徒会活動を柱と
した活動プラン

雰囲気がよくない
学級会を柱とした
活動プラン

特色ある取組
異学年交流を柱と
した活動プラン

ボランティア活動
を柱とした活動プ
ラン
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時期 形態 主題 内　容 備　考

授業１
ご機嫌に過ごすため
の工夫

・ストレス対処の大切さ スクールカウンセラーとのTT

・相談、支援を求める力
（スクールカウンセラーを身
近な存在に）

学級会
よりよいクラスにし
よう

・クラスの問題点を話し合う
まとめで授業１を振り返らせ
る

・みんなが楽しく過ごせるクラスにしよう

授業２
10秒呼吸法を使った
ストレスマネジメン
ト

・ストレスマネジメント 授業１を振り返らせる

・技法の取得
緊張やプレッシャーへの対処
も

授業３
頭にきたときのより
よい対応

・アンガーマネジメント
授業１、授業２を振り返らせ
る

怒りを適切に表現する

（授業の概要）

番号 授業の概要 主な資料等

授業１ ご機嫌に過ごすための工夫 ①イライラしたときの対処方法を付箋に書く

②班内で発表し、付箋を模造紙に貼る

③似た内容の付箋をグループにして、タイトルを付ける

④班ごとに発表する

授業２ 10秒呼吸法を使ったストレスマネジメント ①緊張したりプレッシャーを感じたときのことを思い出す ＜ワークシート＞

②緊張する場面での工夫についてワークシートに記入 (1)緊張したときの体の変化

③10秒呼吸法を学ぶ (2)そのときに行っている工夫

④みんなと一緒に練習をする (3)クイズ（「息」は自分の心と書く）

(4)感想を書きましょう

授業３ 頭にきたときのよりよい対応 ①頭にきたときの対応をワークシートに記入、話し合い ＜ワークシート＞

②その対応をしたあとどうなるかをワークシートに記入 (1)どんな対応をして、どうなるか

③よりよい対応方法について学ぶ (2)｢攻撃｣｢がまん｣等の対応でどうなるか

④ロールプレイを行う (3)ロールプレイの場面

(4)感想を書きましょう

授業名

ク
ラ
ス
の
落
ち
着
き
が
な
く
な
っ
て
き
た
と
感
じ
た
と
き

学級会を軸とした活動プラン
小学校
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時期 形態 主題 内　容 備　考

事前 授業１
ダイヤモンド・ラン
キング

・コンセンサス（合意）による意思決定
合唱コンクールで大切なもの
は何か

・話し合って決める良さと難しさの体験

・少数派の意見も尊重する大切さ

（思いや考えの表現力、思いやり・他者理
解）

学活
合唱コンクールに向
けた話し合い

・話し合いで決める実践 最初に授業１を振り返る

（スローガン、曲目
など）

「落ち着いて伝えること」

「話し合いで決める」

「少数派の意見も尊重する」

授業２
グループエンカウン
ター

・「人間知恵の輪」など課題解決を目標と
したもの

協力して得られる達成感

（思いやり・他者理解、仲間づくり・絆づ
くり）

学活
合唱コンクールに向
けた練習

・みんなで協力すること、みんなで目標に
向かうこと

最初に授業２を振り返る

・スローガン（大切なもの）の確認

当日
合唱コンクー
ル

（個別・集団指導）
・本番前にスローガン（大切なもの）の確
認

合唱コンクールで大切なもの
は何か

事後 授業３
ダイヤモンド・ラン
キング

・スローガンを基に、クラスが得たものを
テーマに行う

合唱コンクールで得たものは
何か

・合意形成の中でお互いを称え合う

（思いや考えの表現力、思いやり・他者理
解）

（授業の概要）

番号 授業の概要 主な資料等

授業１ ダイヤモンド・ランキング ①○○にとって大切なものを出し合う テーマ

②個人でダイヤモンド型にランキングを行う 「合唱コンクールで大切なものは」

③班で話し合い、合意形成を行い、班の意見をまとめる

④クラス内で発表し合う

授業２ グループエンカウンター ①10～15人（パート別等）でグループを作る 動きやすい服装

（人間知恵の輪） ②グループ全員が中央に寄って手をつなぎ合う

③一つの輪になっていることを確認し、ほどいていく

④感想を発表し合う

授業３ ダイヤモンド・ランキング ①○○にとって大切なものを出し合う テーマ

②個人でダイヤモンド型にランキングを行う 「合唱コンクールで得たものは」

③班で話し合い、合意形成を行い、班の意見をまとめる

④クラス内で発表し合う

授業名

※状況によって、男女別で行う、人数の調
整などの工夫が必要

文化的行事（合唱コンクール）を軸とした活動プラン
中学校
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時期 形態 主題 内　容 備　考
１学期 事前調査 いじめに関するアンケート ・いじめについてどう思うか 結果を担当部会で分析

・いじめを見たときどんな行動ができるか 結果を生徒会で分析

・いじめている生徒に伝えたいことは？

・ストレスマネジメント、思いやり・他者理解などの調査

職員研修会１ いじめ未然防止への取組 ・いじめに関するアンケートの分析 現状把握と方針の確認

カウンセリングマインド① ・カウンセリングマインドの理論と演習 授業１の模擬授業

授業１ 「暴力」について考える１ ・衝動的暴力について理解 暴力「人の心とからだを傷つけること」

（ストレスマネジメント） 怒りの衝動への対処

生徒集会 いじめ撲滅集会 ・いじめアンケートの分析結果

・いじめ撲滅劇

・クラス代表を交えた討論会

夏休み 職員研修会２ ネット上のいじめについて ・ネット上のいじめの特徴 警察関係者、大学教員等

・ネット上のいじめを防ぐために 授業２の模擬授業

・カウンセリングマインド

２学期 授業２ 「暴力」について考える２ ・いじめ被害者の気持ちについて理解

（思いやり・他者理解）

講演会 ネット上のいじめについて ・ネット上のいじめの特徴 警察関係者、大学教員等

・ネット上のいじめを防ぐために

キャンペーン活動 生徒会によるキャンペーン ・あいさつ運動時にネットモラル向上の呼びかけ

・ポスターの募集、掲示

文化祭 いじめ撲滅イベント ・生徒会主催のいじめ撲滅劇

・生徒会によるいじめ撲滅活動・成果の発表

３学期 職員研修会３ カウンセリングマインド② ・カウンセリングマインドの演習 警察関係者、大学教員等

・事例研究 授業３の模擬授業

授業３ 紙上での傾聴・共感体験 ・文字と口頭での応答の違い

（思いやり・他者理解）

事後調査 いじめに関するアンケート ・事前と同じ調査 結果を担当部会で分析

結果を生徒会で分析

発行物・掲示物 成果の報告 ・アンケート比較結果による成果 生徒会通信、掲示板

・１年間の取組の報告 学校通信、学年通信等

（授業の概要）

番号 授業の概要 主な資料等

授業１ 「暴力」について考える１ ①暴力の定義「人の心とからだを傷つけること」

②どんな時に怒りを感じるかを考える

③そんな気持ちへの対処について考える

④リラクセーション体験（イメージ呼吸法、肩上げ等）

授業２ 「暴力」について考える２ ①資料１を読んで被害者の気持ちを考える ＜資料１＞

②相手を支配するための道具としての暴力について知る

③学習性無力感について知る

④被害者の気持ちをもう一度考える

授業３ 紙上での傾聴・共感体験 ①言われて嬉しい言葉を考える ＜ワーク１＞

②ワーク１で共感的な言葉について学ぶ 悩んでいる友人にどの言葉をかけるか選ぶ

③ワーク２で励ましの言葉を書き、交換する 「何とかするしかないね」「不安だね」等

④ワーク２の言葉を、実際に口に出して言うロールプレイ ＜ワーク２＞

⑤紙上と口頭の感じ方の違いを話し合う 予め用意された悩みの励ましを書く

授業名

気の弱いＢ君はＡ君とその仲間に脅され
て、掃除をさせられたりしているが、Ｂ君
はどうしても言い返せない。

生徒会活動を軸とした活動プラン
高等学校
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○目標となる資質 

 ストレスマネジメント能力、相談・支援を求める力 
○指導のねらい 

  ストレスは上手に対処していくことで、気持ちよく過ごせることを知る 
  スクールカウンセラーをより身近な存在にし、相談しやすい環境をつくる 
○準備するもの 

  付箋 10 枚程度×児童数 
○教育課程、実施時期 

  特別活動、年度はじめ、クラスの落ち着きがなくなってきたとき 
○留意点など 

 スクールカウンセラーとの TT で行うことが望ましい 
 
 学習活動 指導上の留意点 

導

入

10

分 

 

１ 本時の目標を知り、学習の見通しを持つ 

 

 

S 心の健康を維持することの大切さを

説明する 
 

展

開 

30 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自分の経験を振り返り、｢イライラしたと

き｣や｢落ち込んだ時｣の工夫や対処方法を

記入する 

 

３ 班内で発表し合い、新たに気づいた対処

方法を付箋に記入する 

 

４ 共通する対処方法をグルーピングし、見

出しを付ける 

 

５ 班ごとにグルーピングの結果を発表する 

 

 

６ 様々な対処方法があること、｢やっては

×｣｢やりすぎては×｣の方法があることを

知る 

T 付箋に書かせる 
 ｢イライラ｣は赤の付箋 
 ｢落ち込んだ時｣は青の付箋 
 
ST できるだけ多くの対処方法を考え

させる 
 
ST 自由な発想でグルーピングさせる 
 
 
S 発表に対して専門的な知見からコメ 
ントする 
 

S 身体に表れる反応についても考えさ

せる 

ま

と

め 

10 

分 

７ 対処方法を増やすこと、相談することは

効果的な対処法であることを知る 

 

８ 本時の学習を振り返り、感想を書く 

S スクールカウンセラーの役割を説明

する 
 
※S はスクールカウンセラー、T は教

師を示している 

ご機嫌に過ごすための工夫 

展開例 

小学校 

ご機嫌に過ごすための工夫を考えよう 
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○「心の健康を維持することの大切さ」について 

  イライラしたときや落ち込んだ時のようすを振り返らせて、具体的なイメージを持た

せたり、体の健康と比較させて考えさせるとよい。 
 （発問例） 

・「みんなはイライラしたり落ち込んだりしたとき、どんな風になるかな。」 
・「体が健康でないと元気がでないよね。じゃあ心が健康でないってどういうことかな。」 

○「できるだけ多くの対処方法を考えさせる」について 

  他の児童の意見を聞くことでイメージが深化させ、色んな対処法を出させる。その際、

望ましくない対処法（やっては×、やりすぎては×）が出されることを躊躇しないこと。

出された対処法について、望ましくないものがあることに気づかせることも、この授業

の目的だからである。 
○「自由な発想でグルーピングさせる」について 

  発達段階によっては「自由に分けましょう」と指示すると、どうしていいかがわから

ない場合も多い。その場合は、具体的に、分ける方法や、分類例などを提示するとよい。 
 （指示例） 
  ・「よく似ているとか、同じ部分があるというもので、仲間を作っていきましょう」 
  ・「例えば、それを行う場所で分けたり、それを行ったあとの気持ちで分けたり、体を

動かすかどうかとか、一人でできるかどうかとか、他にも色々あるよね。」 
○スクールカウンセラーとの TT について 

  スクールカウンセラーと TT で実施することで、専門的な知見から学習させることが可 
能となる。また、この授業をきっかけにスクールカウンセラーが児童にとってより身近 
な存在となり、相談に訪れやすくなるなどの効果も期待できる。しかし、すべてのスク 
ールカウンセラーがストレス・マネジメントに精通しているとは限らないので、事前の 
打ち合わせを精緻に行うこと。また、教師のみで行う場合等は、資料を参考に実施する。 
 
 
 

 

参考 

 

○ストレス対処法には個人によって違うため、万人に好ましいとされる対処法はない。つまり、「自分

にあった対処法」の「レパートリーを増やす」ことが大切である。 

○ストレス対処法には、次のようなものがあり、最も効果があるのは「問題焦点型」の対処である。し

かし、それだけでは心身ともに疲労するため、「情動焦点型」の対処法も行うことが必要となる。 

 「問題焦点型」…テスト前のストレスには「勉強する」、大会前のストレスには「練習する」、ケンカ

してしまったときのストレスには「謝る」など 

 「情動焦点型」…スポーツ、趣味、音楽を聴く、読書、入浴など 

   ※やりすぎは×…ゲームをする、寝る、買い物をする、食べる、インターネットなど 

   ※やっては×……暴れる、物を壊す、八つ当たりをする、人を叩くなど 

資料 
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4 4

5

とても大切

大切

1

2 2

3 3 3

 
 
 
 
○目標となる資質 

 コミュニケーション能力、思いや考えの表現力、思いやり・他者理解 
○指導のねらい 

  合意形成の体験から、思いの伝達、相手の考えの尊重などの大切さを考える 
○準備するもの 

  カード（または付箋）9 枚×生徒数 
○教育課程、実施時期 

  特別活動、合唱コンクール前 
○留意点など 

 次時のクラススローガン決定、曲目の決定、練習などに繋げていく 

 
 
 学習活動 指導上の留意点 

導

入

10

分 

 

１ 合唱コンクールで大切だと思うことを発

表し、クラスで９つに絞る 

 

 

 

○黒板に箇条書きで書き出す 
○下記の例のように９つに絞る 
 ｢練習量｣｢団結力｣｢責任感｣｢思い

出｣｢努力｣｢一生懸命｣｢学級の結果｣

｢感動｣｢個人の結果｣ 

展

開 

30 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本時の学習を知る 

 

 

 

３ 各自でダイヤモンド・ランキングを行う 

４ 班で話し合い、班でダイヤモンド・ラン

キングを行う 

 

 

 

 

 

 

 

５ 班ごとに合意したランキングとその理由

を発表する 

 
 
 
 
○付箋やカードに書かせても良い 
○以下のことを確認する 
 ①全員の考えを最後まで聞く 
 ②違う考えを否定しない 
 ③多数決では決めない 
 ④少数意見は貴重なのでよく聞く 
 ⑤強く意見を言う人の言いなりに

ならない 
 ⑥意見を聞いてなるほどと思った

ら自分の考えを変える 
○クラスのダイヤモンド・ランキング 
を行ってもよい 

ま

と

め 

10 

分 

６ 合意形成の体験とランキング結果につい

て感想を発表する 

 

７ ランキング結果を基に、合唱コンクール

に向けた取組を行っていくことを知る 

○感想を書かせてもよい 
 
 
○クラススローガンや曲目の決定に

繋がるようにする 

ダイヤモンド・ランキング 

展開例 

中学校 

みんなの意見を聞いて、みんなで決めよう 
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○「合唱コンクールで大切だと思うことを発表」について 

  班内で意見を出してまとめたものを発表させてもよい。また、全員に付箋に書かせて

黒板に貼らせ、KJ 法の手法でグループ化し、タイトルをつけていく方法も考えられる。

多くの意見を導き出すためにも、予め、合唱コンクールに対する志気を高めるような働

きかけを行っておくこと。 
○「ダイヤモンド・ランキング」について 

  すべて大切なものであるのは間違いないが、その中でも今回において最も優先される

ものはどれかという考え方を意識させる。ランキングを話し合うことによって、価値観

の凝集を図り、集団の目標を明確にするねらいがある。 
○「班で話し合う」について 

  ここでは合意形成（コンセンサス）を行わせる。合意形成を行わせることによって、

少数派の意見に耳を傾けさせたり、相手の意見を受け入れたりする態度の育成、集団に

主体的に関わる態度などを育む。それらの体験は、いじめの未然防止に対する効果以前

に、このあとの合唱コンクールの曲決めや練習等の行事に向けた活動の過程にも、直接

活かされると考えられる。ゆえに、合意形成は、結論そのものではなく話し合いの過程

に意味があるので、十分な時間を確保する必要がある。 
  また、そう考える理由を必ず述べるように促しておくこと。その生徒の思いは結論で

はなく理由の中にある。例え同じ結論であっても、それぞれの生徒の思いの中にある微

妙な違いを互いに感じさせることによって、他者理解が深まる。 
○「合意形成の体験とランキングの結果について感想を発表」について 

  「クラスにはいろんな思いを持っている子がいることがわかった。」「自分の思いとは 
違ったけど、決まったからには、それに同意して頑張りたい。」「多数決もいいけど合意

形成もいいと思う。」というような感想が出てくるように展開したい。ただ、教師側は、

コミュニケーション能力等の向上にねらいを置いているが、生徒側は合唱コンクールに

向けた活動の第一歩であると認識しているため、合意形成の体験に対する振り返りは自

然には発言されにくいと思われるので、問い方の工夫が必要である。 
○「クラススローガンや曲目の決定に繋げる」について 

  各班のランキング結果をもとに、合唱コンクールに向けたクラススローガンを決めた

り、曲決めの際に合意形成で行ったりする展開が考えられる。また、合唱コンクールが

終わったあとに、「合唱コンクールで得たものは何だろう」というテーマで今回と同様に

ダイヤモンド・ランキングを使ってまとめることによって、クラスの絆づくりなどにも

活かせると思われる。 
 
 
 

参考 

 

参考資料 いじめ防止教育プログラム（東京都教職員研修センター） 

資料 
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○目標となる資質 

思いやり・他者理解 
○指導のねらい 

  暴力には「道具的暴力」もあり、人の心を苦しめる卑劣な行為であることを知り、暴

力をふるわない態度や、被害生徒を思いやる心を育む 
○準備するもの 

  プリント 1枚×生徒数 

○教育課程、実施時期 

  学級活動 

○留意点など 

  特定の生徒を想起させないように、実施時期、実施方法を留意する 
 
 学習活動 指導上の留意点 

導

入 

５ 

分 

 

１ プリントを読み「道具的暴力」について

知る 

・イメージしやすいようにゆっくり音

読する 

展

開 

35 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 次の５点について考える 

 ①Ａの言動は暴力か？ 

 ②衝動的暴力とはどこが違うか？ 

 ③ＢはＡの言動をどのように感じていると

思うか？ また、これからどう行動する

と思うか？ 

 ④Ａのとった行動やＡ自身のことをどう思

うか？ 

 ⑤Ａの仲間たちは、この場面に居合わせて

何を感じていると思うか？ 

 

３ 学習性無力感について知り、いじめを受

けている子の気持ちを考える 

 
・直接的には暴力は振るっていない点

に留意させる 
・Ａのことを怖がるように仕向けてい

ることに気づかせる 
 
 
 
 
 
 
・セリグマンの実験を説明する 
・いじめを受けている子の気持ちを理

解し、どうすれば力になれるかを考

えさせる 
ま

と

め 

10 

分 

４ 感想を発表し合う ・用紙に記入し提出させてもよい 

暴力について考える２ 

展開例 

高等学校 

道具的暴力について考えよう 

31



 
○「次の５点について考える」について 

  ワークシートを作って順番に書かせる、順番に班で話し合う等の方法もあるが、プリ

ントには事例資料のみを掲載し教師から１つずつ発問していく方法も考えられる。 
○「学習性無力感」について 

  学習性無力感の説明としてセリグマンの実験に触れるが、「ある自動販売機にお金を入

れてジュースが出てこなかったとすると、みんなならあと何回お金を入れてみる？」な

どと実生活に即した例で補足したい。ただ、あくまで、いじめの被害を受けた生徒が立

ち向かったり相談できなかったりする場合があり、それはその子が弱いからではないこ

とに気づかせることが目的であるので、深入りはしないようにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 

 

○セリグマン（心理学者）の実験 

①ＡとＢの 2 匹の犬に電気ショックを与える 

②Ａの頭の横には板があり、板を押すと電気ショックは止められるが、Ｂは止められない 

③何度か電気ショックを与えると、Ａは試行錯誤の上、板を押して電気ショックを止めることを学習

するが、Ｂは電気ショックから逃れようとする行動をしなくなりただ耐えるだけになった（何をし

ても無駄であるということを学習した＝「学習性無力感」） 

④回避訓練箱という部屋（電気ショックが来る前にランプが点灯する、隣の部屋に行けば回避できる）

にそれぞれの学習をしたＡとＢを移し入れ、電気ショックを与える 

⑤Ａはしばらく後にはランプの合図で隣の部屋に移動するようになるが、Ｂは回避のための方法を全

く探ろうとせず、ずっと座り込んで電気ショックを受け続けるようになった 

資料 

＜事例資料＞ 

ＡはＢを教室の隅に呼びました。その時、Ａの後ろにはにやにや笑いながらＢを見ているＡの友だちが数人いました。 

「雑巾当番、今週もＢやんな」「え、先週も雑巾やったんやで、今度はＡやろ」「まあ、ええやないか。2 週間続けてやっ

たら慣れとるやろ」と言いながら手に持っていた鉛筆を真っ二つにへし折り、床に投げつけました。Ｂはへし折られた鉛

筆を見つめ、黙っていました。 

翌日、教室掃除を先生が見回りにきました。先生が「誰や、雑巾の当番は？」と聞きました。Ｂは口を開こうとしまし

たが、すかさずＡが「Ｂです。」と答え、先生にはわからないように、Ｂの顔をギュッとにらみつけました。仕方なく今

日も雑巾で床を拭きました。 

掃除が終わったあと、Ａが「Ｂは拭くのがうまいなあ。明日も頼むで。」と大きな声で言いました。それを聞いたＡの

友だちは「Ｂはほんまにうまいなあ。床磨きの天才や。」と、Ａと一緒になって言いました。Ａは「余計なこと言うなよ。」

とＢの耳元で低い声で言うと、Ａの友だちと教室を出て行きました。Ｂは誰かに相談しようと、立ち上がりかけましたが、

床に転がった鉛筆やＡの声を思い出して、もう一度力なく椅子に座り直しました。 
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別紙２ 

「研修プログラム」について 

 

１ 構成 

(1)校内研修 

・主として「早期発見」「早期対応」「組織的な対応」等に係るもの。 

・教育研修所が，各校の研修担当者を対象に，いじめに関する研修のあり 

方に関する研修会を，各地区等で実施する。その内容を基に，研修担当 

者が各校で実施する。 

  ・出前研修として市町教委（及び学校）対象に募集 

(2)教育研修所の研修 

 ア 初任者対象（職務研修） 

基本的な児童生徒への関わり方などの演習を中心とする。 

イ ミドルリーダー対象（一般研修講座） 

主として「いじめの実態」「活動プログラムの活用方法」等に係るもの。 

 

２ 校内研修の主な内容 

 講義「いじめから児童生徒を守る学校づくり」 

  ・聞き取り調査結果（いじめのきっかけ，芽，内容，対応） 

  ・いじめ未然防止，対応のあり方 

 演習・協議「いじめ未然防止に係る研修のあり方」 

  ・指導場面（加害者・被害者）のロールプレイ 

  ・事例検討（初期対応のミスによる事態悪化の架空事例） 

 

３ 教育研修所の研修の主な内容 

 (1)初任者対象（職務研修） 

義務教育研修課，高校教育研修課が実施する初任者研修の生徒指導に係 

る講座にて，いじめを生まないクラスづくりに関する講義及び演習等を盛 

り込む。各課と連携して実施する。 

(内容)基本となる児童生徒への関わり方，育むべき 11 の資質  

 (2)一般教職員を対象（一般研修講座） 

   心の教育総合センターの「ミドルリーダーのための学級経営講座－「い

じめ未然防止プログラム」の活用に向けて－」にて 30 歳以上の教員を対象

に実施する。 

(内容)・講義「児童生徒がいじめに向かわないために育むべき力」 

・講義「いじめ未然防止プログラムの意義と必要性」 

・演習・協議「いじめ未然防止プログラムの活用」 
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７ 平成２７年度 いじめ防止対策関連施策の概要 
 

 

－いじめ防止のための推進体制の整備－  

 

(1) 兵庫県いじめ防止基本方針に基づく総合的な対策の推進 

                 （義務教育課・高校教育課・特別支援教育課）－ 

 「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、本県におけるいじめ防止等（いじめの

未然防止、早期発見、早期対応）の基本的な方針を示した「兵庫県いじめ防止基本方

針（平成26年３月策定）」に基づき、対策を推進する。 

 

(2) 兵庫県いじめ対策審議会の開催（義務教育課・高校教育課・特別支援教育課） 

                                    200千円 

 有識者による審議会を開催し、「兵庫県いじめ防止基本方針」を踏まえた実効的な

いじめ対策等を推進する。 

 

○ 構  成  弁護士、精神科医、学識経験者、臨床心理士 等 

○ 開催回数  年２回 

 

(3) 兵庫県いじめ対応ネットワーク会議の開催（義務教育課・高校教育課） 1,117千円 

 県、教育事務所、市町、学校、ひょうごっ子悩み相談センター、関係機関が一体と

なって、いじめの未然防止、早期発見・早期解決を図るための全県的、地域的な連携

体制を強化する。 

① 全県ネットワーク会議の開催 

 全県的な相談機関の対応機能についての共通理解や相談機能充実について協議す

る。 

② 地域ネットワーク会議の開催 

 いじめ問題の実態把握や迅速な解決に向けた相互協力について協議する。 

 

 

－未然防止－  

 

(1) いじめ対応にかかる校内体制の充実（義務教育課･高校教育課･特別支援教育課）－ 

 学校のいじめ問題に対し、校長のリーダーシップの下、組織的・機動的に対応する

ため、すべての学校に「いじめ対応チーム」等校内組織を設置するとともに、現場の

多様な課題に対応できる実践力を高める継続的な校内研修等を実施する。 

① いじめ対応チーム等校内組織の設置 

○ 設置場所  各学校 

○ 目  的  学校現場における組織的、多面的な対応体制の構築 

② 「いじめ対応マニュアル」を活用した校内研修の実施 

 

(2) 「学級経営指導員」の派遣（義務教育課）             13,540千円 

 いじめ対応など生徒指導の一層の充実を図る学級経営を推進するため、「学級経

営指導員」を小・中学校へ派遣し、教員の生徒指導力の向上を図る。 

○ 配置場所  教育事務所 

○ 構 成 員  ５人（教員ＯＢ） 

○ 内  容  優れた学級経営実践例の提示、学級経営に関する相談・助言 等 
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(3) カウンセリングマインド研修（義務教育課・高校教育課）           － 

     （こころの相談支援事業・高校生心のサポートシステムとして実施） 

① 「いじめ対応チーム」専門研修（年１回） 

○ 対  象  各高等学校の「いじめ対応チーム」構成員 

○ 内  容  専門的なカウンセリング技法、いじめの様態や背景にある最新知

見等 

② 校内研修 

［小・中学校］○ 対  象  全公立小・中学校等教職員（政令市を除く） 

○ 実 施 校  全公立中学校・中等教育学校(２回) 

  拠点小学校113校（２回） 

○ 内  容   事例研究、ロールプレイング 等 

［高等学校］○ 対  象  全県立高等学校等教職員 

○ 回  数  ２回 

○ 講  師  専門研修を受講した「いじめ対応チーム」メンバ

ー、キャンパスカウンセラー 等 

○ 内  容  専門的なカウンセリング技法、 

        いじめの様態や背景にある最新の知見 等 

 

(4) いじめ防止啓発チラシの配布（義務教育課・高校教育課・特別支援教育課）600千円 

 いじめ問題の理解やいじめ相談窓口等を記したチラシを全保護者及び関係機関に配

布する。 

 

(5) 心の教育総合センターにおける研究の実施（高校教育課）          － 

 県立教育研修所内に設置している「心の教育総合センター」において、命の大切さ

を実感させる授業プログラム（自殺予防も含む）の研究を実施する。 

 

(6) 「兵庫型」体験教育の推進（義務教育課・高校教育課）（P3参照）            － 

① 環境体験事業（義務教育課）                   91,631千円 

  生涯にわたる人間形成の基礎が培われる発達段階において、自然に対する畏敬の

念をはじめ、命の大切さ、命のつながり、美しさに感動する豊かな心を身につけさ

せるとともに、ふるさと意識を育むため、地域の自然にふれあう体験型環境学習を

実施する。 

 ○ 対  象  全公立小学校３年生（765校） 

  ○ 実施回数  年間３回以上 

 

② 自然学校の推進（義務教育課）                  400,472千円 

  豊かな自然の中で人や自然とふれあう様々な活動を実施することで、心身ともに

調和のとれた子どもの育成を図る。 

○ 対  象  全公立小学校５年生(764校) 

○ 期  間  ４泊５日以上 

 

③ 青少年芸術体験事業～わくわくオーケストラ教室～の実施（義務教育課） 

                                  128,040千円 

芸術文化に親しむ体験活動の充実を図り、豊かな心を育成するため、県立芸術文

化センターにおいて、兵庫芸術文化センター管弦楽団による鑑賞公演を実施する。 

ア わくわくオーケストラ教室の実施 
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○ 対 象 全公立中学校１年生（344校：約49,000人） 

○ 内 容 佐渡裕芸術監督プロデュースによるショー形式の参加型鑑賞教室 

イ 遠方市町からの参加のためのバス利用補助 

 

④ 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の推進（義務教育課）     192,179千円 

  地域や自然の中で生徒の主体性を尊重した様々な社会体験活動を、家庭・地域社

会との連携のもと実施する。 

○ 対  象  全公立中学校・中等教育学校２年生 

         市立特別支援学校中学部２年生 

○ 期  間  ６月または11月を中心とする１週間 

 

⑤ 高校生ふるさと貢献活動事業～トライやる・ワーク～の実施（高校教育課） 

                                  29,600千円 

  地域社会の一員としての自覚と態度を育むため、３年間を通して生徒が意識を高

め、主体的に地域へ参画する活動を、学校全体の教育活動として実施する。 

○ ふるさと貢献活動 

  ・地域行事（地域安全活動、環境保全活動等）への参加 

○ ふるさと課題探求活動 

  ・具体的なふるさと支援活動についての企画・運営 等 

   活動例：地域の伝統文化、民俗芸能、歴史資源の継承活動、 

      地域の特産をいかした商品開発、観光ボランティアガイド 等 

 

⑥ 高校生就業体験事業～インターンシップ推進プラン～の実施（高校教育課) 

                                   5,462千円 

 社会人・職業人としての基礎的・基本的な資質・能力を育成するため、すべての生

徒を対象に、職場や地域の企業等における就業体験を実施する。 

○ 内  容   

  ・事業所等におけるインターンシップ 

   就職希望生徒：すべての生徒が実施 

   進学希望生徒：希望に応じて実施 

  ・地域の職業人、キャリアアドバイザー等による 

   進路講演会、職業ガイダンス等 

 

⑦ 拡 特別支援学校交流・体験チャレンジ事業（特別支援教育課）    6,900千円 

    公立特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の自立を目指し、家庭・地域社会等と

の連携のもと、地域との交流活動や自然体験活動、社会体験活動等を支援する。 

    ○ 対 象  すべての県立・市立特別支援学校（44校） 

 

⑧ 私立学校体験活動の実施（私学教育課）              1,472千円 

   ア 中学校社会体験活動推進事業 

     中学２(３)年生による勤労生産活動、勤労体験活動（トライやるウィーク）

を実施する私立中学校を支援する。 

     ○ 補助対象校  21校 

  イ 小学校環境体験活動事業 

    小学校３(４)年生による体験型環境学習を実施する私立小学校を支援する。 

    ○ 補助対象校  ８校 
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(7) 道徳教育の充実（義務教育課）  

① 道徳教育推進事業（義務教育課）                       6,540千円 

  児童生徒の豊かな情操や規範意識、他者への思いやりなどの道徳性を育成するた

め、学校・家庭・地域が連携した道徳教育を全県的に推進する。 

ア 道徳教育実践推進協議会の設置 

○ 内  容  教師の授業力向上方策、道徳教育における小・中連携の在り方

等について検討 等 

イ 道徳教育実践研究事業 

○ 推進地域  県内10地域 

○ 内  容  小・中学校が連携した重点目標の設定 

        小中合同の授業研究・研修、副読本を活用した授業研究 

        まとめの作成 等 

ウ 道徳教育実践研修  

(ｱ) 道徳教育推進教師のための全県研修（年１回） 

○ 対 象 者  道徳教育推進教師等 

○ 内  容  実践事例発表、講義 等 

(ｲ) 地区別研修（年６回（各地区１回）） 

○ 対 象 者  初任者研修・10年経験者研修対象者、一般教員等 

○ 内  容  「兵庫版道徳教育副読本」や国が作成した「私たちの道徳」を

活用した道徳の時間の在り方や指導方法の工夫改善方策 等 

 

② 兵庫版道徳教育副読本配布事業（義務教育課）                     17,100千円 

  副読本の有効活用を図るため、「道徳の時間」等での学びに加え、家庭において

も活用できるよう児童生徒個人に配布する。 

○ 種  類  ４種（小学校低学年用、中学年用、高学年用、中学校用） 

○ 印刷部数  195,100冊 

 

 

(8) 人権教育の充実（人権教育課）                － 

  人権教育資料の効果的な活用と普及を図る研修を通じ、人権教育の充実・深化を図 

る。 

 ① 人権教育資料(改訂版)（幼稚園用及び小学生用「ほほえみ」、中学生用「きらめ

き」、高校生用「ＨＵＭＡＮ ＲＩＧＨＴＳ」） 

 ② 児童生徒用人権教育パンフレット「たいせつなたいせつな あなただから」「か

けがえのないあなただから」 

 ③ 中学・高校生向け「ＤＶ防止啓発パンフレット」 

 ④ いじめを許さない人権教育教材  

 

 

－早期発見－  

 

(1) こころの相談支援事業（義務教育課）                   448,799千円 

① 拡 小学校へのスクールカウンセラーの拠点配置 

児童のいじめ、暴力行為、不登校等の問題行動等に対応するため、児童と保護者 

の心の相談にあたるとともに、教職員に対する相談支援を行う「心の専門家」であ

るスクールカウンセラーを拠点小学校に拡充配置する。 

○ 配置校数  公立小学校 ㉗113校（㉖110校）（政令市を除く） 

37



 

② 中学校へのスクールカウンセラーの配置 

生徒のいじめ、暴力行為、不登校等の問題行動等に対応するため、全公立中学校

等にスクールカウンセラーを配置する。 

○ 配置校数  全公立中学校・中等教育学校 262校（政令市を除く） 

③ 兵庫県スクールカウンセラー研究連絡会の開催 

 スクールカウンセラーの活動の在り方や教員、関係機関との連携等の課題につい

て研究・協議を行う。 

 

(2) 高校生心のサポートシステムの推進（高校教育課）            69,734千円 

 高校生のいじめや不登校等の問題行動等の課題に対応するため、キャンパスカウン

セラー（臨床心理士等）を配置するほか、家庭・地域・関係機関との連携によるいじ

め、暴力行為等の問題行動に対する実践的な取組を推進する。 

① キャンパスカウンセラーの配置（全県立高等学校） 

○ 配置校数  全県立高等学校及び中等教育学校 148校 

○ 回  数  週１回程度 

② 心のサポートシステム推進校の指定 

○ 指 定 校  41校 

○ 内  容    いじめ・暴力行為の減少・克服に向けた実践・研究 

         命の大切さを実感させる実践・研究 

         コミュニケーションの在り方実践・研究 等 

 

(3) いじめ等教育相談の実施（義務教育課）                        32,944千円 

① ひょうごっ子悩み相談（〈いじめ・体罰〉相談24時間ホットライン）の実施 

 24時間体制で電話によるいじめ等の悩み相談に対応するとともに、臨床心理士等

による面接相談を実施する。 

○ 設置場所  ひょうごっ子悩み相談センター 

○ 電話相談  24時間（12/28～1/3を除く）  

○ 面接相談   ９時～17時（土、日、祝日及び12/28～1/3を除く） 

② ひょうごっ子悩み相談（〈いじめ・体罰〉相談・通報窓口） 

              （ひょうごっ子悩み相談センター分室）の設置 

 学校現場における悩み相談に対応するとともに、いじめの相談や通報のための電

話・面接相談窓口を設置する。 

○ 設置場所  教育事務所（県内６か所） 

○ 電話相談  ９時～17時（土、日、祝日及び12/28～1/3を除く） 

③ ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口の設置 

 パソコンや携帯電話を使ったインターネット上の誹謗中傷やいやがらせなどの事

案に対して、電話や電子メール・ＦＡＸ・Ｗｅｂサイトでの相談を実施するととも

に、ネットパトロールを実施する。 

○ 電話相談  14時～19時（日、祝日及び12/28～1/3を除く） 

○ 電子メール・ＦＡＸ・Ｗｅｂサイト  随時 

 

(4) 教育事務所「教育相談窓口」の設置（義務教育課）          1,186千円 

 学校現場における保護者等からの教育問題に係る相談に適切に対応するため、各教

育事務所等に教育相談窓口を設置する。 

○ 設置場所   教育事務所（６か所） 

○ 実 施 日    月１～２回程度定期日を設けて実施 

○ 内  容    学校ＯＢ等が対応し、場合によっては教育問題検討会議を開き、
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弁護士等が相談に応じる。 

 

(5) その他の相談窓口 

 ① ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ電話相談（地域安全課）      7,300千円 

   県民が日常生活の中で身近な異変を気づいた際に、匿名で通報できる電話窓口を

設置する。 

 ② ひょうごユースケアネットほっとらいん相談（青少年課）          － 

   ひきこもりの当事者や家族からの第一次的な電話相談窓口として実施。必要に応

じて、面接相談や適切な専門機関、地域ブランチなどにつなぐ。 

 ③ ヤングトーク（兵庫県警察少年相談室）（県警察本部少年育成課）      － 

   被害にあった少年やその保護者等を支援するため、専門的な立場から各種少年相

談に応じる。  

上記の他、いのちの電話、法務局人権相談窓口、兵庫県弁護士会法律相談「子どもの悩

みごと相談」等、多数の窓口が設置されている。 

 

 

－早期対応－ 

(1) 学校支援チームの設置・派遣（義務教育課）                76,727千円 

 学校だけでは解決困難な事案に対応するため、各教育事務所に専門的・多面的な支

援を行う「学校支援チーム」を設置し、相談機関と連携しながら、複雑・多様化する

課題の解決にあたる。 

○ 設置場所  各教育事務所（６か所） 

○ 構 成 員   学校関係ＯＢ、警察関係ＯＢ、 

スクールソーシャルワーカー（社会福祉士等）、精神科医 等 

○ 内  容  児童生徒のいじめ、不登校、暴力行為等に関する相談・支援、 

児童虐待に関する相談・支援、 

学校での緊急会議・ケース会議等における指導助言 

 

(2) 高等学校問題解決サポートチームの設置（高校教育課）          2,719千円 

 県立高等学校に寄せられる様々な要望等に対して、第三者的な立場で判断・対応す

る体制を整備し、課題の早期解決を図る。 

○ 体  制  教育関係者ＯＢ：１人 

 ・配置場所  高校教育課 

 サポートチームの設置 

 ・弁護士、精神科医の派遣〔必要に応じて招聘(年間20回程度)〕 

○ 支援内容  ・保護者・住民からの相談受付 

 ・学校への課題に対する適切な指導・助言及び早期解決への協力 

 ・サポートチームを学校へ派遣し、公平・中立な立場での対応方

針を検討 等 

 

(3) スクールカウンセラー・スーパーバイザーの配置(義務教育課)             － 

 小･中学校に配置するスクールカウンセラーへの指導･助言を行うとともに、学校現

場で発生した重大な事案に対して専門的な立場から助言し、早期の問題解決をサポー

トする。 

○ 配置人数  ３人（スクールカウンセラーを兼ねて配置） 

○ 内  容  具体的な事例研究、実践的研修、ロールプレイング等 
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－インターネットを通じて行われるいじめ等への対応―  

(1) 地区別情報教育研修会の実施（教育企画課）                － 

 教育事務所に配置する情報教育専門推進員により、児童生徒に対する情報モラルの

指導や教職員自身の情報リテラシーの向上を図る研修会を開催する。 

 

(2) 関係機関との連携                            － 

インターネットを通じて行われるいじめを発見した場合、書き込みや画像の削除

等、迅速な対応を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案に応じて警察

や法務局人権相談窓口等の専門的な機関と連携して対応していく。 

 

(3) ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口の設置（義務教育課）【再掲】    － 
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